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披申立人 東京電力株式会社

平成 24年 5月 22日七

一･一-士忠海申立人代理^弁凍f -1 一二._-

原子力損審頗償紛争解決センター 御中

意 鹿 菩 ･

被申立人臥 伸介委員からの口頭妃よる伸介の申出秦につき､以下のと

お り意見を申し述べます｡

1､避難の必要性

仲介要員からは､申立人らに連繋の必要性が生掛 こ存在するものと

して上記伸介の申出がなされて虫ります｡

しかし､申立人らが本件事故当時に居住されていた福島県いわき市

･緑､飯に自主的避難等対象区域と指定された地域であり､本件等牧に

ょり遼遠を余儀なくさおる状況に柱なかったものと思料致します｡

申立人ら側転､府囲の佳良や商店等が退去し､かつ水運やガスが使

用できない等の状況か ら避蓮する必藁性が轟在した旨ご説明されて

余られます｡

しかし､上記水道やガスの供給停止は､大地裏白停t･=去り笹撲惹起

したものであり､本件原発事故によるもので揺有 りません.又､周囲
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の住民や商店の退去についても､大地寮の影毎により､水道やガスが

供給されなくなったことによって生じたものと推察されます,

申立人側に虫いて､披申立人に対 して､避知の必宰性をど主張され

るのであれば､さらに本件原発事故により避港を余儀なくされた簿の

具体的な説明及びその説明に関する資料等 (答弁事業三の①-⑳部分

の資料等)の-r提出を金殿いする次第であります｡従いまして､妓申

立人としましては､本件申立記載の事情及び申立人側のご説明のみで

披､T本件事故 と避灘及び避難に伴う諸々の鰻尊との相当国是閑係を認

めることは困難であると考えますA

2､披申立人側の今後の対応

(i)表枠申立人らが自主的避難区域内に居億竜れて金られたことか

ら､中間指針連絡にで認中られている姫僕の範囲くつまり1名あ

たり金 8万円の範闇k:て賠償の対象とさせていただきます｡但し､

申立人1- - 臥 既た金 8万円を- 払V三溝みさ的 ま

す｡従いまして･} 『 匪 以外の申立人の方々に対し合計金24

万円を海支払い致します｡

(2)中開指針過冷の基準 によれば､自主的避態対象者の方々に牡､

上記のとおり原則として金 8万円を上限として巌鶴首せていた

だくことになっております｡しかし､本件期日における仲介婁負

のご意見をふまえ､妓卓立人としまして性､申立人側で上記第 1

項説明資料 (答弁寄席三①～⑳資料)の提出著しく柱ご説明をい

ただくことを前4是に､上記基準額に加え､避難tこ要した移動費用

として金4700円 (高速料金)は認めさせていただく方針で凝

ります｡尚､貸賃借覧約費用については､敷金の返還の問題､賃

料 ･保険料の日割りの問題等につきど説明をいただいた後にその

台貴弘額につき検討させていただきたいと存じ表す｡ 以上
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別紙2
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鞍申立人 東京電力株式会社

平蔵 24年 6月 4日

上官堆申立人細 入弁壌土 . 一 一･･一 .__二･二

原子力換魯賠償紛争解決センター 御中

意 見 等

披申立人は､仲介奉員からの口郵 こよる再度の仲介申由集につき､以下

のと為り意見を申し述べます.

1､避穀の必蔓性.

この点につきましてV.ま､被申立人償からの平鹿24年 5月 22日付

意見膏に同職 したとお り､申立人側には本件事故と避難との間に相当

因果随係を基本的に認めるこ･とができない旨を回答させていただい

ております｡~

鼓申立人側と しましても､仲介委員のご意向を時まえ､本件事故と

申立人側の避常 を行ったことの相当白黒関係を欝めるに足りる売掛の

ご撞出を受け､その資料の内容を緒査したうえで改めて判断をしたい

と考えて怠りますが､従前ど捷出及びご説明いただいている内容から､.

そのような判断 を̀することは非常に困是であると思料致します｡

申立人側に虫いて､被申立人に対して､連発の泌要地をご主張され
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るのであれば､さらに本件庶発事敬により連発を余儀なくさわた音の

具体的なご説申及びそのご説明に閑する資料等 (答弁等第三の①～⑧

部分の資料辱)のご投銭を虫陳いする次第であります｡

2､被申立人側の今後の対応

(ユ)轟件申立人らが自主的蓮井区域内に居侵されて為られたことか

ら､中蘭指針退補にて認められている厳債の範臥 つまり1名あ

たり金8万円の範囲にて賠償の対象とさせていただきます｡但し､

申立人ら4名に対 して､既に合計金 32万円をお支払い済みで苗

ります｡

(2)中間指針追婦の基準によれは､自主的選紫対象者の方々には､

キ記のと為 り原則 として金 8万円を上限として謄償させていた

だくことになっており表す｡しかし､呑件期 日に奄ける伸介委良

'のご意見をふまえ､被申立人としまして臥 申立人側で上記第 i

項説明資料 (答弁書第三①～④資料)の提出若 しくはご簡明をい

ただくことを前提に､上記基準額に加え､避難に要した移劫費用

として金4700甲 (-A.速料金)壮蔑めさせていただく方針でお

ります.'尚､賃貸借契約費用 (豪貸 ･火炎保険料等)については､

●敷金の返還の同額､賃料 ･保険料の日謝りの問題等につき､仲介

の申出泉に至った根拠事情 (中間指針 ･同道神 ･禎括基準等)を

虫示しいただいた後 にその串支払鶴につき検対させていただき

たいと存じます｡

(3)謝礼部分につきまして綾､そもそも値入的な気持ちの哀れであ

り､その英行や額については個人差があり一律に判断が難しい等

の事情が存在して由 ります｡また､当家費用桧､食料等援助に対

するものが多いと見受けられますが､このような費用は避難し良

く･tも発生するものであり菓す｡以上の点から,当薮請求につき
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ましては､賠償対象とすることができないものと患科致します｡

(4)生活費増加分につきましても､静匝意見書同様否認とさせてい

ただきます｡ 以上



平成■年(禦第-.守申立人l被申立人東京電力株式会社
平鹿 24年 6月 L4日

上記硬申立人代理人弁護士 し,

原子力扱者鹿償紛争解決センター 御 中

別紙3

上 一 申 書

被申立人は､伸介委員からの口頭による伸介の申出秦につ.き､以下のと

おり上甲致 します｡

被申立人は､平成 24年 5月 22日付意見書及び同年 6月4日付意見書

において.'いずれにおいても､申立人 らの嘩兼の必要性及び避態と本件事

故との相 当因呆関係 の存在について 明らかにしていただくための申立人

による具体的など説明及び根拠となる資料のご捷出を一貫してお願いし

て怠 ります｡しかるに､仲介委員か らの伸介の申出秦のご提示にいたるま

で､申立人らからは､地簾で水道やガスが使用できない状況となり､かつ

近所の方 々も移転するように怒 ったので生活するた馴 こ避隷したとのど

_主張がなされているに過ぎません｡ この申立人らのご主張によります と､

大震災によるライフラインの穀損などの事情披存在 しても†本件原発事故

に伴って避難を余儀な くされた との事情をうかがい知ることができませ
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ん｡

これに関して､被申立人と致しましては､上記ご事情をご説明いただけ

れば､伸介委員よりご提示いただいた①高速代金､②家賃､③火災保険料

につ･いては､十分お支払いの検討余地があると考えております｡

しかしながら､上記事項について､十分 ご説明をいただいていない状況

下に虫いては､申立人らの避黄臣の必要性及び本件事故との因果関係の存否

を明らかにすることなく伸介委員からの伸介の申出案に具体的に回答す
l

るととができません｡従いまして､被申立人と致しましては､改めて､申

立人より避難 と本件事故 との相当因呆関係等を明らかにしていただくよ

うお取りはからいいただきますようお額い申しあげます｡以上のとおり上

申致しますO

以上



和 解 契 約 書 
 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）において、申立人Ｘ外３名（以下「申立人ら」という。）と被申立人        

東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 
第１ 和解の範囲 
  申立人らと被申立人は、本件申立に関し、下記の損害項目（下記の期間に

限る。）について和解することとし、それ以外の点について、本和解の効力は

及ばないことを確認する。 
 １、損害項目 
    避難費用 ２９万００５１円 
 ２、対象期間 
   自 平成２３年３月１１日 
   至 平成２４年５月３１日 
第２ 和解金額 
  被申立人は、申立人らに対し、前項記載の損害項目についての和解金とし

て、金２９万００５１円の支払義務のあることを認める。 
第３ 支払方法 
  （省略） 
第４ 清算条項 

申立人と被申立人は、第１項記載の損害項目（同項記載の期間に限り、そ

の遅延損害金を含む。）については、本和解に定めるもののほか、当事者間に

何らの債権債務がないことを相互に確認する。 
第５ 手続費用 
  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被

申立人が署名押印の上、申立人らと被申立人がそれぞれ１通を保有するもの

とする。また、被申立人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛

争解決センターに交付する。 
平成２４年８月２３日 
 
 
（仲介委員 丸山裕司） 

t-kaneko
タイプライターテキスト
　　　別紙４




